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主 要 判 決 紹 介 ・ 解 説

事案の概要

本件は、発明の名称を「車両シートに取り付けるためのチャイルドセーフティシート又はベビーキャ
リア及びそのようなシートのためのサイドインパクトバー」とする特許第6328108号；本件特許（登録時
の請求項の数16）に対する無効審判請求（無効2019－800027号）において、令和５年９月27日付け訂正請
求書による本件訂正を認めた上で請求不成立とした２次審決（本件審決）の取消訴訟である。

争点は、甲５記載の発明に基づく進歩性判断の誤り（取消事由１）及び本件訂正についての訂正要件

≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（車両シートに取り付けるためのチャイルドセーフティシート又はベビーキャリア及びそのような
シートのためのサイドインパクトバー－訂正事項７は誤訳の訂正を目的とするものでなく、

訂正を認めた本件審決の判断は誤りであるとされた事例）［上］（全２回）

−令和６年（行ケ）第10100号、令和７年10月８日判決言渡−


